
【資料１】企画提案競技実施要領

番号
該当

ページ
該当行 該当項目

令和8年度 国民健康保険医療費等データ分析及び市町村保健事業支援業務委託
企 画 提 案 競 技 に 関 す る 質 問 ・ 回 答

質問内容 回答

　「事務局の求めに応じて速やかに来庁し」とありますが、県内ま
たは近県に営業所等を有する事業者に限定されている意図はござい
ますか。関東など遠方から、事務局の求めに応じて、事務局と調整
の上、数日以内に来庁するという対応は許容可能でしょうか。ご期
待のレベル感をご教示ください。

　県内または近県に営業所等を有する事業者に限定してはいませ
ん。業務の連絡・調整や進捗確認において、必要に応じて速やかに
来庁できる体制を求めているものです。

　「企画提案競技への参加に当たり、共同企業体を組む場合」とご
ざいますが、弊社の提案では学識有識者等による研修等（報償費と
して支払）を検討しております。
そうした有識者については、民間企業ではないため、共同企業体に
含まない認識でよろしいでしょうか。

　お見込みのとおりです。
　ただし、第三者（個人）が関わることについても個人情報を取扱
う等の内容によっては、実施要領の「５参加資格に関する事項」
（２）～（６）及び業務委託仕様書「５契約に関する条件等」
（5）情報セキュリティ体制①～⑥を満たしている者であることが
求められます。
　実施体制の中でどのような業務分担、役割等となるのか、しっか
りと明示してください。

　「企画提案競技への参加に当たり、共同企業体を組む場合」とご
ざいますが、弊社の100%出資会社(完全子会社)については、共同企
業体として結成せずとも、提案のメンバーとして参画することは可
能という認識でよろしいでしょうか。

　お見込みのとおりです。
　ただし、第三者（個人）への再委託にあたると認められる場合
は、実施要領の「５参加資格に関する事項」（２）～（６）及び業
務委託仕様書「５契約に関する条件等」（５）情報セキュリティ体
制①～⑥を満たしている者であることが求められます。
　実施体制の中でどのような業務分担、役割等となるのか、しっか
りと明示してください。
　なお、共同企業体ではないものの、実施要領「８　共同企業体の
取扱い」（２）を準用し、構成員が所属する子会社（支店を含む）
が重複して企画提案競技に参加することは不可とします。

　本業務全体について、データ提供、分析、支援先市町村への支
援、報告会の開催・報告書作成等を含めた県として想定しているモ
デルスケジュールがありましたら、提案内容や体制・工程検討の参
考としてご提示いただくことは可能でしょうか。

　仕様書からご判断のうえ、ご提案ください。

1 P1 26
５ 参加資格に関する
事項
(1)

2 P3 32
８ 共同企業体の取扱
い

3 P3 32
８ 共同企業体の取扱
い

4 P4 13
９企画提案書等の提
出
(1)提出書類
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【資料１】企画提案競技実施要領

番号
該当

ページ
該当行 該当項目 質問内容 回答

　企画提案書について、A4横書きとの指定に加え、枚数の目安や上
限があればご教示ください。

　上限はありませんが、必要最小限でわかりやすく簡潔にまとめて
いただけるものと認識しております。

　「エ （賃金水準の向上に関する加点措置を希望する場合）賃金
水準の向上に関する取組を評価する次の資料 
①令和７年及び令和６年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合
計表」 
②事業者が給与等受給者一人当たりの平均給与額の対前年増加率に
ついて事前に割合を計算した資料（任意様式）」
とございますが、弊社としてはこれまで「税理士又は公認会計士等
により賃上げ実施を証明いただいた書類」をもって、官公庁様への
ご提案含めた各種案件で提示させていただいており、ご承認いただ
いております。
　本案件につきましても、国交省資料等を参照しながら税理士等に
よる確認を実施の上、当該税理士等による署名を行った所定の
フォーマットをご提出することで賃金水準の向上を証明するものと
してご承認いただくことは、問題ないという認識でよろしいでしょ
うか。

　お見込みのとおりです。

次の内容について御教示ください。
・プレゼンテーション参加人数
・プレゼンテーション発表時間

　現時点での想定は次のとおりです。
・参加人数　3人まで
・発表時間　15分（その他に質疑10分程度）

　参加資格の確認後、日程が決まり次第、詳細についてご連絡しま
す。

5 P4 14

９ 企画提案書等の提
出
(1)提出書類
ア

6 P4 26

９企画提案書等の提
出
(1)提出書類
エ

7 P5 29
10受託候補者の選定
方法等
(2)審査方法
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【資料２】業務委託仕様書

番号
該当

ページ
該当行 該当項目 質問内容 回答

　市町村に提供する個人単位データについて、提供主体、提供経路
（受託者から市町村へ直接提供／県経由での提供のいずれか）およ
び、受託者に求められる加工範囲についてご教示ください

　仕様書にあるとおり、詳細は受託者と協議の上、決定します。

　5年間の推移は単年ごとの地域の状況を移り変わりを追うものと
理解し、毎年の分析対象に含まれる対象者は異なる認識で齟齬ない
でしょうか。

　前段についてはお見込みのとおりです。
　対象者抽出が必要なものは毎年度抽出していますが、例えば健診
の連続受診者や人工透析患者等は同一人が毎年度抽出される場合も
あると認識しております。

　参考資料として示されている過去年度の分析結果との数値の一致
度合いについて、指標定義および集計条件が同一である場合に求め
られる再現性の考え方や、定義・条件の変更等により差異が生じた
場合の許容範囲および整理方法について、県としてのお考えがあれ
ばご教示ください。

　仕様書にあるとおり、詳細は受託者と協議の上、決定します。

　「日常生活圏域や地理、産業構造、生活様式等の地域特性」に関
するデータについては、県からご提供いただける前提で検討して差
し支えないでしょうか。

　基本、各種公開データから受託者が収集することとなります。

　支援対象5市町村については受託と同時に貴庁で設定されるとの
ことですが、想定されている市町村の選定基準等がございましたら
ご教示ください（市町村の課題特性に応じた深掘り分析・事業立案
支援の内容を提案に反映させていただくため）。

　支援対象市町村の選定は市町村からの手上げ方式を基本とし、過
不足があった場合には、県で地域バランス等を考慮して決定する予
定です。
　選定は5月中旬までに行う予定です。

　保健事業の企画・立案および実施支援の対象は、深掘分析の対象
となる5市町村を想定して差し支えないでしょうか。

　お見込みのとおりです。

1 P1 24～
４委託業務の内容
(1)医療費等分析ア

2 P1 25～
４委託業務の内容
(1)医療費等分析②

3 P1 27～
４委託業務の内容
(1)医療費等分析ア⑤

4 P1 30～
４委託業務の内容
(1)医療費等分析イ①

5 P1 32
４委託業務の内容
(1)医療費等分析
イ②

6
P1
P2

32～
8～

４委託業務の内容
(1)医療費等分析イ②
(2)保健事業の企画・
立案及び実施支援
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【資料２】業務委託仕様書

番号
該当

ページ
該当行 該当項目 質問内容 回答

　「必要となるKDB等データは県が電子媒体にて提供する。」とご
ざいますが、具体的な提供時期目安およびデータ形式(csv等)につ
いてご教示ください。

　受託者と詳細について協議・打合せ後、遅くとも6月末までには
提供する予定です。
　データ形式については、CSV形式となります。

　支援先市町村へのヒアリングやアンケート等については、主とし
て支援先市町村の行政担当者を対象とする想定でよろしいでしょう
か。

　お見込みのとおりです。

　市町村保健事業の企画・立案支援について、受託者が作成する成
果物の想定レベル（たたき案、計画案等）および、実施支援におけ
る受託者の関与範囲についてご教示ください。

　仕様書の内容からご判断ください。

　令和９年度に実施する事業について、令和８年度に実施できる支
援を行うこととされていますが、当該事業が予定通りに令和９年度
に行われた際に令和９年度にも自治体からの問い合わせがあれば対
応する必要がありますか。契約期間との関係も含めてご教示くださ
い。

　本業務は８年度事業としての実施であるため、９年度対応はあり
ません。

　「４回以上の直接的な支援」について、
回数の考え方（全体通算か、市町村ごとか）をご教示ください。

　支援先市町村毎に「４回以上」の直接的な支援となります。

　「訪問支援」について、主として支援先市町村の庁舎等（行政担
当者との対面）への訪問を想定することでよろしいでしょうか。

　お見込みのとおりです。

7 P2 1
４委託業務の内容
(1)医療費等分析
ウ

8 P2 9

４委託業務の内容
(2)保健事業の企画・
立案及び実施支援
ア

9 P2 12～

４委託業務の内容
(2)保健事業の企画・
立案及び実
施支援
イ・ウ

10 P2 20

４委託業務の内容
(2)保健事業の企画・
立案及び実施支援
ウ

11 P2 23

４委託業務の内容
(2)保健事業の企画・
立案及び実施支援
エ①

12 P2 23

４委託業務の内容
(2)保健事業の企画・
立案及び実施支援
エ①
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【資料２】業務委託仕様書

番号
該当

ページ
該当行 該当項目 質問内容 回答

　受託者が市町村と直接連絡や日程調整を行うことは可能でしょう
か。その場合の、県への報告方法や留意事項等があれば併せてご教
示ください。

　市町村との詳細な連絡・調整方法については、受託者と協議の
上、決定します。

　「メール・電話等に対応できる支援体制」について、支援対象は
地域住民ではなく、主として県または支援先市町村（行政担当者）
からの問い合わせ対応という想定でよろしいでしょうか。また、想
定されている支援体制の確保期間および電話対応等の時間帯につい
てご教示ください。

　支援対象はお見込みのとおりです。
　期間については、委託期間内でどのような対応・体制とするかは
仕様書からご判断ください。

　支援対象市町村の現行保健事業の内容・対象者抽出基準等の情報
提供は可能でしょうか。
　提供を希望する場合、県を通じて市町村への照会をいただくこと
は可能でしょうか。

　各国や各市町村のホームページ等で公開されている内容から必要
に応じて取得してください。
　なお、受託者決定後、詳細について協議・打合せをし、支援先市
町村から協力を得られる範囲内での提供は可能と考えています。

　市町村への過度な負担について、県として特に留意してほしい点
や、想定している対応方針等があればご教示ください。

　これまでの支援業務に携わった経験等からご判断ください。

　会場の確保は受託者が行うこととされていますが、開催場所につ
いては、秋田県内での開催を必須とする想定か、県外会場も含めて
検討可能か、考え方をご教示ください。

　集合形式は秋田県内での開催が必須です。

　「報告会終了後に事後アンケートを実施し、効果検証を行うこ
と」とされていますが、本業務における事後アンケートおよび効果
検証について、どのような観点・目的での実施を想定しているかご
教示ください。

　詳細は受託者と協議の上、決定します。
　より良い効果検証につながるアンケートの内容・項目がありまし
たらご提案ください。

13 P2 26

４委託業務の内容
(2)保健事業の企画・
立案及び実施支援
エ②

14 P2 26

４委託業務の内容
(2)保健事業の企画・
立案及び実施支援
エ②

15 P2 27

４委託業務の内容
(2)保健事業の企画・
立案及び実施支援
エ③

16 P2 34～

４委託業務の内容
(2)保健事業の企画・
立案及び実施支援
エ⑤

17 P2 36
４委託業務の内容
(3)報告会の開催
①③

18 P3 3
４委託業務の内容
(3)報告会の開催
④
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【資料２】業務委託仕様書

番号
該当

ページ
該当行 該当項目 質問内容 回答

　本要件としてクラウド利用をすることは可能でしょうか。
　また、クラウド利用が可能な場合は、必要となるクラウド環境の
要件についてもご教示いただけますでしょうか。

　次の内容が遵守される場合はクラウド利用も可能としますので、
企画提案の中でお示しください。
①他の業務エリアと物理的に分離・管理されたエリアでのみの利用
②インターネット等のオープンな外部ネットワークからは遮断し、
IP-VPNや閉域網など、高度なセキュリティが担保された専用ネット
ワークを経由した接続のみとすること。
③システム管理者等が利用する際のログイン方法に複数認証を採用
するなど、情報セキュリティに十分に配慮されているものであるこ
と。

　建物に入退館時ICカードによる認証を行い、その後作業区域には
物理鍵による施錠管理された部屋にて作業を行うという運用は可能
でしょうか。
　上記が不可の場合、作業室への入退室について、生体認証または
ICカードによる認証が必須という理解でしょうか。（入室時のみ生
体認証またはICカードによる認証は可能でしょうか）

　作業室への入退室について、生体認証またはICカードによる認証
を基本とします。
　物理鍵による施錠管理とする場合は、鍵の管理者、作業室まで動
線リスク、入退室の履歴記録等、生体認証、ICカードなどによる制
限と同等以上のセキュリティが確保されるものであることを企画提
案の中でお示しください。　

　「作業区域への入退室は、生体認証またはＩＣカードなどによる
制限を行い、承認された作業員のみにアクセス権限を付与」とあり
ますが、受託企業内でのセキュリティ管理体制下において「承認さ
れた作業者」という理解でよろしいでしょうか。秋田県様での承認
を意図されておりますか。

　「承認された作業者」についてはお見込みのとおりで、ある程度
限定される者と認識しております。　
　承認については、企画提案の内容のほか、受託者には業務開始時
に実施体制を改めて確認いたします。

　本要件は、USB等による物理媒体でのデータ持ち出しは不可であ
るが、業務上必要なネットワーク接続は許容されるとの理解で齟齬
ございませんでしょうか。
　あわせて、ネットワーク接続を行う場合に求めれる要件をご教示
ください。

　個人情報を含むデータ分析等の作業パソコンについては、情報の
外部流出防止の観点から原則としてオフライン環境での作業を求め
ています。
　ただし、高度なセキュリティが担保された専用ネットワーク経由
での接続に限り例外として許容しますので企画提案の中でお示しく
ださい。

19 P4 3～

５契約に関する条件
等
(5)セキュリティ体制
②

20 P4 5

５契約に関する条件
等
(5)セキュリティ体制
③

21 P4 5
４委託業務の内容
(3)セキュリティ体制
③

22 P4 13

５契約に関する条件
等
(5)セキュリティ体制
⑥
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【資料２】業務委託仕様書

番号
該当

ページ
該当行 該当項目 質問内容 回答

　「本業務に使用する端末は、USBポート等の外部インターフェー
スを物理的に無効化し、データの外部流出を防止すること。」とあ
りますが、データの外部流出を防止するためにUSBポート等への外
部記憶媒体の接続が機能的に無効化されるよう技術的な統制をかけ
ていますが、このような方法も許容可能でしょうか。

　本業務では物理的な無効化をお願いしています。外部へのデータ
持ち出しを想定していないので、USB等外部記憶媒体の機能的な無
効化は、基本、許容していません。
　仮に外部記憶媒体の使用想定がある場合は、具体の使用方法、情
報の外部流出やウイルス感染等の防止策として、どのように機能的
な無効化を図るのか、企画提案の中でお示しください。

　「県が定める個人情報取扱特記事項を遵守すること」とされてい
ますが、当該特記事項について、本業務の提案・実施に先立ち内容
を確認するため、事前に開示いただくことは可能かご教示くださ
い。
あわせて、「個人情報を厳格に管理すること」について、個人情報
を取り扱う事務に従事する者の範囲や責任区分の明確化、
アクセス管理や管理記録（例：台帳等）の作成・保管など、県とし
て特に想定している管理方法や水準があればご教示ください。

　仕様書及び参考１－別記から御確認ください。

　貴県との打合せについてオンラインで行うことは可能でしょう
か。その場合、ご指定のオンライン会議ツール（Teams、Zoom等が
あればご指示ください。）

　「実施要領５　参加資格に関する事項」（１）の体制を整備した
うえで、業務の連絡・調整や進捗確認等についてオンラインでの打
合せも可能です。
　会議ツールは、Teams、Zoom、Google meetは使用可能です。

　提供されるKDBデータ等は匿名化済の情報であるという認識でよ
いか。
※匿名化済：姓名や住所、真の被保険者番号など個人を特定出来る
情報を削除したり変換した状態

　対象者抽出に必要なデータ以外は個人が特定される形式での提供
は行いません。

　（6）医療摘要データは対象範囲の全レセプト分が出力される想
定でしょうか。
　DPCレセプトの除外等、出力対象外となるデータがある場合はご
教示ください。

　現時点でデータの除外や出力対象外等は考えていません。
　詳細については、受託者と協議・確認の上、提供することとなり
ます。

23 P4 13

５契約に関する条件
等
(5)セキュリティ体制
⑥

24 P4 24
６その他
(2)

25 P4 30～
６その他
(3)

26 P5 1
【別記1】
県が提供を予定して
いる主なデータ

27 P5 7
【別記1】
県が提供を予定して
いる主なデータ
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番号
該当

ページ
該当行 該当項目 質問内容 回答

　「必要なデータについては、受託者と協議・決定の上、提供す
る」とありますが、レセプトデータ（RECORDINFO形式）や特定健診
データ(FKAC形式)のご提供も可能になりますでしょうか？

　国保連の標準的なデータ及びデータ形式であれば、基本的には提
供可能と考えています。

　別記1に記載の提供予定データには県、医療圏、市町村単位の
データが含まれている想定でよろしいでしょうか。

　提供予定データのうち、６年度以降のデータは県、現医療圏、市
町村単位でのデータとなっています。このため、仕様書にある「旧
二次医療圏単位」のデータは６年度以降はありませんので、本業務
において受託者がまとめることとなります。

　特に結果に注目したい分析項目はありますでしょうか。 　別記２及び参考資料１にある項目などのほか、新たに項目として
設定することで、より効果的な分析につながる内容があればご提案
ください。

　「かかりつけ医による健（検）診受診勧奨事業」対象者抽出につ
いて、本対象者抽出に必要となるデータ（医療機関情報等）は、別
途提供される想定でよろしいでしょうか。
　また、当該データについて、想定されている提供時期があれば、
あわせてご教示ください。

　お見込みのとおりです。
　提供時期は受託者と協議・打合せ後となりますが、遅くとも6月
末までには提供する予定です。

　生活習慣病関連に絞るので認識齟齬ないでしょうか。 　参考資料１を確認のうえご判断ください。
　なお、詳細については受託者と協議・打合せの上、決定します。

　過去の分析結果を共有いただくことは可能ですか。 　受託者との協議・打合せにより、可能な範囲で提供します。

28 P5 11～ 【別記１】注釈

29 P5
【別記1】
県が提供を予定して
いる主なデータ

30 P6
【別記２】
＜集計・分析項目＞

31 P6
【別記２】
＜集計・分析項目＞
(2)④

32 P6

【別記２】
＜集計・分析項目＞
（５）高額医療費の
疾病構造分析

33
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